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困ったときは
ご相談ください

障がいのある人やその家族からの相
談に応じます。時間は午後１時～３
時。お問い合わせは障がい福祉課（☎
983-2129）へ。▲

12月６日（火）市役所１階相談室
（北玄関西側）。対象は聴覚障がい者・
知的障がい者

障がい者（児）相談障がい者（児）相談

※コロナ禍により延期または中止
となる場合があります。

短　　信

【電話予約制、先着８人】
相続・離婚・金銭問題・借地・借家・
近隣トラブル・交通事故等の法律相
談に弁護士が応じます。時間はいず
れも午後１時15分～４時です。１人
20分。

※予約は、午前９時から電話で生活
情報センター（☎983‒8400）へ。利
用される人は前回の利用から少なく
とも２カ月の間隔を空けてください。

弁護士相談弁護士相談

相談日 場　所 予　約
開始日

12月６日
(火) 文化センター

２階第１会議室

11月29日
(火) ～

12月13日
(火)

12月６日
(火)～

12月20日
(火) 生活情報センター 12月13日

(火) ～

１月17日
(火)

未定（詳細は１月
号でお知らせしま
す）

１月10日
(火) ～

【電話予約制、先着５人】
土地建物、登記、契約、相続、消費
者金融問題等の法律相談に応じま
す。時間は午後１時30分～４時です
（相談時間は1人30分）。▲

12月22日（木）生活情報センタ
ー※予約は15日（木）午前９時か
ら電話で生活情報センター（☎983-
8400）へ。利用される人は前回の利
用から、少なくとも２カ月の間隔を
空けてください。

司法書士相談司法書士相談

一般相続、遺言、官公署への許認可、
各種契約書等の書類作成や成年後見
制度に関する相談に行政書士が応じ
ます。時間は午後１時30分～４時で
す。お問い合わせは市民協働推進課
（☎983-3892）へ。※予約不要。▲

12月１日（木）文化センター２階
第１会議室

行政書士相談行政書士相談

国や府、市などの行政に関する苦情
や意見・要望を受け付けます。時間
は午後１時30分～４時です。お問
い合わせは市民協働推進課（☎983-
3892）へ。※予約不要。▲

12月16日（金）文化センター２階
第１会議室

行政相談行政相談

人権に関わる相談やいろいろな悩み
に人権擁護委員が応じます。時間は
午後１時～４時です。▲

12月５日（月）

▲

12日（月）

▲

26
日（月）八幡人権・交流センター（人
権啓発課）

▲

20日（火）生涯学習セ
ンター※電話相談も受け付けます。
（☎981-3127）

人権相談人権相談

恋人や親しいパートナーからの暴
力、ストーカー、セクハラなどの女
性問題について相談に応じます。場
所は八幡人権・交流センターです。
【専門相談】（要予約、先着３人）▲

12月８日（木）

▲

22日（木）午後
１時30分～４時30分、詳しくは同セ
ンター（☎983-1784）へ。
【一般相談】月曜～金曜日（祝日、
年末年始除く）午前10時～正午・午
後１時～５時※受け付けは当日の午
後４時まで。

女性相談女性相談

国民年金からのお知らせ

問京都南年金事務所お客様相談室（☎644‒1165）

　年金を受けている人が亡くなっ
たときは、遺族が「死亡届」を提

出しなければなりません。年金は
亡くなった月分まで支給されます
ので、支払われるはずの年金（未
支給年金）が残っている場合は、
遺族が受け取ることができます。
対象者は、年金を受けていた人の
死亡当時、その人と生計を同じく

していた配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹、または３親等
内の親族で、請求優先順位もこの
とおりです。
※手続きに必要な書類や手続き先
は受けていた年金の種類によって
異なります。

年金を受けている人が
亡くなったら

　離婚などをしたときに厚生年金
の保険料納付記録を当事者間で分
割できる制度（「合意分割制度」
と「３号分割制度」）があります。
※請求手続きは離婚後２年以内に
行ってください。
　合意分割制度　
　次のすべての条件に該当した場
合に、当事者からの請求により厚
生年金の保険料納付記録を当事者
間で分割することができる制度で
す。
◆平成19年４月１日以後に離婚し

た人や事実婚関係を解消した人
◆当事者間の話し合いや裁判手続
きにより年金分割の割合（上限
50％）を定めていること
※分割される保険料納付記録は、
「婚姻期間中の当事者の厚生年
金の保険料納付記録」に限られ
ます。
　３号分割制度　
　次のすべての条件に該当した場
合に、国民年金の第３号被保険者
であった人からの請求により、相
手方の厚生年金の保険料納付記録
を２分の１ずつ、当事者間で分割
することができる制度です。
◆平成20年５月１日以後に離婚し

た人や事実婚関係を解消した人
◆平成20年４月１日以後に国民年
金の第３号被保険者であった期
間があること
※分割される保険料納付記録は、
平成20年４月１日以後の「第３
号被保険者期間中の相手方の厚
生年金の保険料納付記録」に限
られます。
　保険料納付記録を当事者間で分
割した後は、分割後の保険料記録
に基づき、それぞれの老齢厚生年
金や障害厚生年金などの年金額が
計算されます。
　詳しくは、お近くの年金事務所
へお問い合わせください。

離婚時の厚生年金
分割制度について

【電話予約制】
完全予約制。年金相談を希望される
人は、事前に下記へ予約してくださ
い。▲

令和５年２月22日（水）午前10時
～午後３時、市役所（詳細は予約時
にお伝えします）
※予約は令和５年１月23日（月）午
前８時30分から電話で受け付けま
す。先着順。
予約先　京都南年金事務所お客様相
談室（☎643-2620）

年金相談年金相談

【予約制】予約は商工観光課（☎
983-2853）まで
専門相談員が求職者等の就職を支援
します。時間は午前10時～午後２時。
※事前予約制です。京都ジョブパー
ク（☎682-8915）、サポステ京都南（☎
0774-54-5380）

▲

12月15日（木）商
工観光課

京都ジョブパーク個別就職相談会京都ジョブパーク個別就職相談会
サポステ京都南若者個別就労相サポステ京都南若者個別就労相談談福祉に関する相談に応じます。まず

は、お電話ください。ふれあい福祉
センター（☎983-2000）
【常設相談】月曜～金曜日　午前９
時～午後５時　社会福祉協議会（時
間外の夜間・休日は留守番電話また
はＦＡＸで受け付けます）
【出張相談】火曜、木曜、金曜日（祝
日除く）午前10時～正午、八寿園

ふれあい福祉相談ふれあい福祉相談

高齢者の介護やひとり暮らし高齢者
の相談と情報を提供します。
地域包括支援センター（月曜～土曜
日＜祝日除く＞午前９時～午後５時）
やまばと（☎982-8000）、梨の里（☎
982-0125）、美杉会（☎971-3576）、
有智の郷（☎972-1000）
※在宅介護支援センター京都八勝館
（☎982-3883）、京都ひまわり園（☎
983-8111）でも相談できます（日時
は地域包括支援センターと同じ）。
※問い合わせ先が分からない場合は
高齢介護課（☎983-5471）へ。

介護相談介護相談

経済的にお困りの人やご家族からの
生活、仕事などの相談に専門の相談
員が応じます。月曜～金曜日（祝日
除く）午前８時30分～午後５時15分、
生活支援課（☎983-1138）

くらしと仕事の相談くらしと仕事の相談

ひきこもりで悩んでおられる人やご
家族からの相談に応じ、必要とする
支援を紹介します。専門の支援員が
ご自宅などに訪問することもできま
す。月曜～金曜日（祝日除く）午前
８時30分～午後５時15分、生活支援
課（☎983-1138）

ひきこもり相談窓口ひきこもり相談窓口
月曜～金曜日　午前８時30分～午後
５時15分（緊急時は土日祝日、夜間
の対応をします）、子育て支援課（☎
983-3148）
※府宇治児童相談所京田辺支所（☎
0774-68-5520）でも対応します。

児童虐待の通告について児童虐待の通告について

子どものことで心配なことがあれば
一緒に考え、助言をします。
月曜～金曜日（祝日除く）午前８時
30分～午後５時15分、子育て支援課
（☎983-3148）

家庭児童相談室家庭児童相談室

母子・父子家庭の相談に応じます。
月曜～金曜日（祝日除く）
午前９時～正午・午後１時～５時、
子育て支援課（☎983-1112）

母子父子家庭相談母子父子家庭相談

消費生活全般に関わる相談に公的資
格を持つ専門相談員が応じます。
月曜～金曜日（祝日除く）午前９時
～正午・午後１時～４時30分、生活
情報センター（☎983-8400）

消費生活相談消費生活相談

▲

建設業退職金共済制度
　安全で確実な国の制度。掛金の一
部を国が助成し、全額非課税となり
ます。詳しくは「建退共」で検索。
問独立行政法人勤労者退職金共済機
構建設業退職金共済事業本部（☎
03-6731-2867）

▲

特殊詐欺に注意
　「還付金があるのでＡＴＭに行っ
て」「電子マネーの番号を教えて」
「風邪をひいたのでお金が必要」「カ
ードが不正利用されているので暗証
番号を教えて」などという詐欺の電
話にだまされないよう注意してくだ
さい。
問八幡警察署（☎981-0110）
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